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国
民
健
康
保
険
料
等
の
負
担
を
軽
減

非
自
発
的
失
業
者
の

保
険
料
軽
減

　

会
社
の
倒
産
や
解
雇
等
に
よ
り

失
業
し
た
国
民
健
康
保
険
（
国

保
）
加
入
者
の
保
険
料
を
軽
減
し

ま
す
。
軽
減
を
受
け
る
に
は
、
申

請
が
必
要
で
す
。

■
対
象　
次
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
人

①
離
職
時
点
65
歳
未
満

②
雇
用
保
険
の
「
特
定
受
給
資
格

者
」ま
た
は「
特
定
理
由
離
職
者
」

と
認
定
さ
れ
た
人

※
特
定
受
給
資
格
者
と 

特
定
理

由
離
職
者
の
確
認
は
、
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
ま
た
は
、
雇
用
保

険
受
給
資
格
通
知
に 

記
載
さ
れ

て
い
る
離
職
年
月
日
と 

離
職
理

由
コ
ー
ド
（
表
）
で 

確
認
で
き
ま

す
。

■
軽
減
方
法　
失
業
者
の
前
年
給

与
所
得
を
実
際
の
３
割
と
み
な
し

て
保
険
料
を
算
定
し
、
ま
た
高
額

療
養
費
負
担
限
度
額
等
の
所
得
区

分
の
再
判
定
を
行
い
ま
す
。

※
給
与
所
得
以
外
の
所
得
や
失
業

者
本
人
以
外
の
国
保
加
入
者
の
給

与
所
得
は
対
象
外
で
す
。

■
軽
減
期
間　
離
職
日
翌
日
の
属

す
る
月
か
ら
翌
年
度
末
の
間

（
例
）
令
和
３
年
３
月
31
日
〜
令

和
４
年
３
月
30
日
に
失
業
し
た
人

国
保
料
＝
離
職
日
翌
日
の
属
す
る

月
か
ら
令
和
５
年
３
月
ま
で

高
額
療
養
費
負
担
限
度
額
等
＝
離

職
月
の
翌
月
か
ら
令
和
５
年
７
月

ま
で

※
他
の
健
康
保
険
へ
の
加
入
等
に

よ
り
、
国
保
の
資
格
を
喪
失
し
た

時
点
で
軽
減
終
了
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の　
国
民

健
康
保
険
証
、
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
ま
た
は
、
雇
用
保
険
受
給

資
格
通
知

そ
の
他
の
失
業
者
の

保
険
料
減
免

　

退
職
に
よ
る
国
保
加
入
者
が
雇

用
保
険
を
受
給
す
る
場
合
、
そ
の

受
給
期
間
に
相
当
す
る
保
険
料
に

つ
い
て
、
所
得
割
の
月
割
額
を
３

割
減
免
し
ま
す
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の　
国
民

健
康
保
険
証
、
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
ま
た
は
、
雇
用
保
険
受
給

資
格
通
知

※
失
業
等
に
よ
り
前
年
所
得
が
著

し
く
減
少
す
る
国
保
加
入
者
も
減

免
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

一
部
負
担
金
の
減
免
等

　

国
保
加
入
者
が
、
医
療
機
関
で

１
カ
月
に
支
払
う
一
部
負
担
金
が

高
額
と
な
る
場
合
、
一
定
の
要
件

に
該
当
す
れ
ば
一
部
負
担
金
を
減

免
し
ま
す
。

■
減
免
期
間　
原
則
年
間
３
カ
月

以
内
（
医
師
の
意
見
に
よ
り
最
大

６
カ
月
ま
で
延
長
可
）

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の　
国
民

健
康
保
険
証
、
給
与
支
払
証
明
書

な
ど
加
入
者
全
員
の
収
入
状
況
等

を
証
明
で
き
る
書
類
、
通
帳

※
要
件
な
ど
詳
し
く
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■非自発的失業者の要件となる
　離職理由コードと離職理由
離職理由
コ ー ド 離職理由

11 解雇（離職理由コード50の重
責解雇を除く）

12
天災その他の理由により事業
の継続が不可能になったこと
による解雇

21
雇止めによる退職（雇用期間
３年以上、契約更新１回以上、
雇止め通知ありの場合）

22
雇止めによる退職（雇用期間
３年未満、更新明示ありの場
合）

23 契約期間満了（雇用期間３年
未満、更新明示なし）

31
事業主からの働きかけによる
正当な理由のある自己都合退
職、退職勧奨

32 事業所移転等に伴う正当な理
由のある自己都合退職

33
やむを得ないと判断される自
己都合退職（被保険者期間が
12カ月以上の場合）

34
やむを得ないと判断される自
己都合退職（被保険者期間が
６カ月以上12カ月未満の場合）

※受給期間終了後、雇用保険受給資格者
証または、雇用保険受給資格通知を破棄
されている場合は公共職業安定所（ハロ
ーワーク）でご相談ください。

開催日 番号 時　間 内　容 定　員 場　所
11月11日(金) ① 午前10時～11時

◆インボイス制度説明会
◆登録申請相談会

各回とも20人
※参加無料。

宇治税務署別館大会議室
(宇治市大久保町井ノ尻60-3)
※ご来場の際は公共交通機関
をご利用ください。

② 午後２時～３時

11月25日(金) ③ 午前10時～11時
④ 午後２時～３時

12月９日(金) ⑤ 午前10時～11時
⑥ 午後２時～３時

12月23日(金) ⑦ 午前10時～11時
⑧ 午後２時～３時

※①、④、⑥、⑦のインボイス制度説明会は、消費税の仕組みから知りたい人向けの内容です。

　柔道整復師による施術
は、保険給付対象になる
ものとならないものがあ
ります。保険給付対象と
ならない施術を受けた場
合には被保険者証は使えませんので、ご注意
ください。
　保険が使えるとき　　　　　　　　　　　

▼外傷性のねんざ・打撲（スポーツでのねん
ざ等）

▼医師の同意がある場合の骨折・脱臼

▼応急処置で行う骨折・脱臼の施術（応急手
当後の施術には、医師の同意が必要）
　保険が使えないとき（全額自己負担）　　　

▼単なる（疲労性・慢性的な要因からくる）
肩こり・腰痛

▼スポーツや仕事による筋肉痛・筋肉疲労

▼脳疾患後遺症などの慢性病や、症状の改善
がみられない長期の施術

▼保険医療機関（病院・診療所など）で同じ
負傷等の治療中のもの

▼労災保険が適用となる仕事中や通勤途上で
の負傷

医療費の適正化にご協力ください
　国民健康保険の医療費は加入者の保険料な
どで賄われています。柔道整復師に保険の使
える範囲を相談し、適切に受診することで医
療費の適正化につながります。皆さまのご理
解とご協力をお願いします。

問国保医療課国保係（☎983‒2962）

　

令
和
５
年
10
月
か
ら
導
入
さ

れ
る
消
費
税
の
適
格
請
求
書
等

保
存
方
式（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）

の
説
明
会
と
登
録
申
請
相
談
会

が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
す
る
た

め
に
は
、
税
務
署
へ
の
登
録
申

請
が
必
要
と
な
る
な
ど
、
事
前

の
準
備
が
必
要
で
す
。

　

参
加
希
望
者
は
、
開
催
日
前

日
の
午
後
５
時
ま
で
に
宇
治
税

務
署
に
電
話
で
予
約
し
て
く
だ

さ
い
。

消費税インボイス制度説明会のご案内

　

固
定
資
産
税（
第
４
期
分
）、
国
民

健
康
保
険
料（
第
６
期
分
）の
納
期
限

は
11
月
30
日（
水
）で
す
。
納
期
限
ま

で
に 

市
税
等
取
扱
金
融
機
関
や
コ

ン
ビ
ニ
、ス
マ
ホ
決
済（
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ

ｙ
、Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ　

Ｐ
ａ
ｙ
）、
市
役
所

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
（
市
税
等
取

扱
金
融
機
関
お
よ
び
コ
ン
ビ
ニ
は
、

納
付
書
の
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま

す
）。ま
た
、口
座
振
替
を
ご
利
用
の

人
は
残
高
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

口
座
振
替
の
申
し
込
み
を
ご
希
望

の
人
は
、
引
き
落
と
し
を
希
望
さ
れ

る
月
の
前
月
15
日
ま
で
に
口
座
振
替

依
頼
書
を
市
税
等
取
扱
金
融
機
関

（
市
外
の
金
融
機
関
に
は
同
依
頼
書

が
な
い
場
合
あ
り
）
や
税
務
課
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
ご
利
用
の
場
合

は
、
直
接
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

　

納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
ず
滞
納

と
な
っ
た
場
合
は
、
督
促
状
（
督
促

手
数
料
１
０
０
円
を
加
算
）
を
送
付

後
、
京
都
地
方
税
機
構
に
徴
収
権
限

を
移
管
し
ま
す
。

市
税
等
の
納
付
は

便
利
な
口
座
振
替
の
ご
利
用
を

問宇治税務署法人課税第１部門
　（☎0774‒44‒4452）

問
税
務
課
収
納
係
（
☎
９
８
３
・
２
４
８
１
）

問税務課市民税係（☎983‒1113）

コンビニで
税の証明書が取得できます
　マイナンバーカードを使って、カード
所有者本人分の税の証明書が全国のコン
ビニ等で取得できます。コンビニ等にあ
るマルチコピー機を使って、案内画面に
表示される「行政サービス」のメニューを
選択し、手順に従って操作してください。
※利用にはマイナンバーカードとカード
受領時に設定した４桁の暗証番号が必要
です。
■取得できる証明書
　令和４年度所得証明書、課税（非課税）
証明書
※確定申告等により所得に変更があった
場合は、証明書への反映に時間がかかる
場合があります。
※証明年度の１月１日と証明書取得時点

で八幡市に住民登録がない場合、証明書
の発行はできません。
■サービスの利用時間
　午前６時30分～午後11時（土・日・祝
日含む）
※12月29日～１月３日とシステムメンテ
ナンス日は利用不可。
■交付手数料　１通300円
※利用できる店舗や利用方法など、詳し
くはお問い合わせください。

◆　　　　　　◆　　　　　　◆

「税を考える週間」絵画展
　11月11日（金）～17日（木）の「税を
考える週間」にあわせて「税金でつくら
れているもの」をテーマに市内小学生が
描いた絵画を展示します。
期　間　11月11日（金）～17日（木）
　　　　※16日（水）は除く。
場　所　文化センター１階ロビー

国民健康保険で
柔道整復師（　　）による
施術を受けられる人へ

整骨院
接骨院


